
適切な廃棄物処理はコスト管理につながる

～ヒトにも環境にも優しい医療機関でいるために～
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医療機関における廃棄物の分類

医療機関から排出される廃棄

物は、産業廃棄物と一般廃棄物

に区別される。

なお在宅における医療廃棄物

は、原則として一般廃棄物に分

類される。

ただし、いずれのケースにお

いても、ヒトが感染するおそれ

のあるものが付着している場合

は、感染性廃棄物として処理す

る必要がある
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廃棄物における感染性と非感染性の判断フロー

【STEP1】（形状）
廃棄物が以下のいずれかに該当する。
①血液、血清、血漿及び体液（精液を含む）（以下「血液等」という）
②病理廃棄物（臓器、組織、皮膚等）
③病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
④血液等が付着している鋭利なもの（破損したガラスくず等を含む）

【STEP2】（排出場所）
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室等において治療、
検査等に使用された後、排出されたもの

【STEP3】（感染症の種類）
①感染症法の一類、ニ類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及
び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
②感染症法の4類及び5類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材
等（ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る）
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医療材料における感染性と非感染性 凡例

【輸液点滴セット】

エアー針を使用するタイプの場合、使用済みのエアー針は,

感染性廃棄物と同等の扱いとする（バックを除く）

【透析等回路】

ダイアライザー、チューブ等血液が含まれる部分については感染

性廃棄物に該当する

注射針等の鋭利なものについては、未使用のもの、血液が付
着していないもの、または消毒等により感染性を失わせたも
のであっても、感染性廃棄物と同等の取り扱いとする
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紙おむつの取り扱い

紙おむつについては、感染症法に規定される感染症に関し、

使用後排出される紙おむつが感染症廃棄物に該当することと

なり、その該否は左記のとおり。

割と身近な例でいえば、結核や麻しん・風しん、百日咳や

感染性胃腸炎に感染している者の使用済み紙おむつは感染性

廃棄物に該当する一方で、インフルエンザ（鳥インフルエン

ザを除く）やHIV（後天性免疫不全症候群）、梅毒に感染し

ている者の使用済み紙おむつは、非感染性廃棄物として取り

扱うことになる。

ただし、血液等が付着している場合には、感染性廃棄物と

して取り扱うことになるので留意が必要。
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感染性廃棄物の取り扱い

感染性廃棄物は、他の廃棄物と区分され、「分別」「梱包」「保管（表示）」されることが求められ

る。これらは、次の要領で行うことが有効。

感染性廃棄物の取り扱い

区分 感染性廃棄物の形状又は状態

分別
液状又は泥状のもの
（血液、廃液等）

固形状のもの
（血液等が付着したガーゼ）

鋭利なもの
（注射針、メス、破損した
アンプル等）

梱包 密閉容器
丈夫なプラスチック袋を二重にして使用するか、
堅牢な容器

対貫通性のある丈夫な容器

表示 赤色 橙色 黄色

（梱包の3要素）
密閉できる

収納しやすい
損傷しにくい
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保管時の視点 留意点

腐敗防止 腐敗の恐れのある感染性廃棄物をやむを得ず長期間保管する場合は、容器に入れ密封する等、
当該感染性廃棄物が腐敗しないように必要な措置を講ずる

飛散等の防止 感染性廃棄物の保管は保管施設で行う。飛散・流出・地下浸透・悪臭発散が生じないよう留
意。汚水が生じる恐れがある場合には、公共水域や地下水の汚染を防止するために必要な措
置を講ずる

取扱い注意の表示 保管施設の見やすい場所に、取り扱い注意の表示を行う（表示は縦横60cm以上）

関係者以外立ち入り禁止 スペースの関係等で保管施設が設けられない場合には、関係者
以外がみだりに立入りできないよう工夫する

害虫等の発生防止 保管場所には、ネズミやハエ、蚊その他の害虫発生しないよう
留意する

混入の防止 感染性廃棄物には他の物が入らないよう、仕切りを設ける等必
要な措置を講ずる
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感染性廃棄物保管時の留意点と表示義務

←

60c
m

以
上→

←60cm以上→
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医療機関の責務

医療機関は、廃棄物の排出事業者としての責務を有する。医療行為等によって生じた廃棄物において

は、適法な許可を有する処理業者に処理を委託することが適当である。

医療機関の管理者は、≪＊１特別管理産業廃棄物管理責任者≫を設置し、都道府県に届け出ることが義

務付けられている。必要に応じて、感染性廃棄物の具体的な取扱い方法や、廃棄物の種類に応じた取扱

い上の注意事項を定めた管理規程を作成し、職員へ周知徹底することが有効である。

なお、廃棄物処理の過程において、自らが排出した廃棄物が適正に処理されているかを、運搬処理業

者から送付されてくるマニフェストにより把握し、管理することが求められる。マニフェストは時系列

で整理し、保管することが適当。マニフェストの保管義務は送付を受けた日から5年間。

＊１ 特別管理産業廃棄物管理責任者の受講資格に特に制限はなく、受講を希望する者であれば、誰でも受講することがで

きる（講習期間は1日で、費用の目安は14,000円くらい）2019年6月現在
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医療系廃棄物処理料金ってどんな感じ？

処理料金の料金設定は事業者によって様々。複数の指定の容器（容量〇リットル）の重量や個数で

設定されていたり、収集頻度や距離によっても相違があるので、複数の事業者から説明を受けるなど、

相見積もりをとることが有効。

区分 料金例

20L容器 1箱２～４千円 ○○円×個数

60L段ボール 1箱４～６千円 ○○円×個数
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正しく分別すればコストは減らせる

一般産業廃棄物

感染性廃棄物

点滴に使用した針

通常のトイレ掃除に
しようした雑巾等

ボトル

バイアル製品（破損なし）

消毒薬の空き容器

血液の付着がない包帯

点滴作成で使用した手袋
（血液付着なし）

オペ室で使用したガ
ウン等
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でも、こんな分別はしてはいけません

【容器の破損、変形、針貫通】

【混載・混合】

故意の詰めすぎによる容器の破損

で、収集運搬中や処理場において作

業員が被災する可能性も否定できな

い。

また本来混載すべきでない廃棄物

の混合は、処理過程で引火や爆発と

いった事故を起こす危険性も指摘さ

れている。

排出事業者が特定された場合には、

排出者責任が問われるケースに発展

することもあるので注意が必要。
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廃棄物処理に係るコスト意識

廃棄物処理管理シート

管理場所（外来・２階・３階） 　管理責任者

　（　　    　）月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

曜日

８０ℓ段ボール

オムツ段ボール

２０ℓプラスチック

持ち出し者サイン

事務長 管理責任者

感染性廃棄物の処理料は高くなりがち。病棟ごとの特徴があることを認識したうえで、病棟ごとの排出

量を管理しておけば、急にコストが上がったなどといった場合でも、どこの部署が要因になっているか特

定しやすい。
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廃棄物を適正に処理するための対応

一般的に、誤った分別廃棄の原因は“理解不足”によるものが大きいと言われている。

➢ 分別表の表示

➢ ごみ箱の整理・配置の工夫

➢ 足踏みペダルスタンドを導入

などで一定の成果をあげることが分かっている。

感染の危険性の認識については、看護師レベルでは浸透しているものの、

看護補助者領域で認識が低いことが多い。これは単純に教育的背景によるこ

とが要因としてあげられている。「区別が分からない場合は、“とりあえず感

染性として廃棄しておけば間違いない”」という心理は往々にして働きやすく、結果、ビンや容積がかさ

ばるプラ容器などが多くなれば、容器の回収回数は増えやすい。

医療安全委員会や感染委員会といった委員会活動を通して、自院の状況を定期的に確認していくこと

が有効
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まとめ

➢ 医療という特殊性から、事業系一般産業廃棄物以外にも、感染性や毒性、爆発性といった人の健康や

環境に危険を及ぼす可能性がある、特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）を排出している事業者でる

という意識を一部のスタッフだけでなく、全てのスタッフがもっておくことが求められる

➢ 廃棄物処理を委託するにあたっては、適法な許可を受けた事業所と委託契約を結び、運搬・処理業者

が発行するマニフェストを通じて、自らが排出した廃棄物が適正に処理されているかを確認すること

が必要。過去には医療系廃棄物を含む大量の廃棄物が不法投棄される事例が問題となったことも

➢ 感染性廃棄物と非感染性廃棄物を適切に分別することは、廃棄物処理費用のコスト削減につながる。

前者は特殊性が高いことから、収集運搬処理費用は、後者に比べ高いことがその理由にある

→次号は、「How to 市場調査」をテーマに、地域の社会資源や近隣競合の調査の実際について、いくつ

か事例をあげてお届けします
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